
※令和５年度の業務は終了しています 

 

スズメバチの巣の駆除 手続きの流れ（R5） 

 巣のある場所を確認する  

 

 

 

 スズメバチの巣である、又はスズメバチの巣の可能性がある  

 

 

 

 委託業者に電話する  駆除日程の調整 

 

＊ 公共施設（学校〈公立〉、公園、市営住宅等）の場合、その場所の管理者

（担当課等）へのご相談をお願いいたします。          

（生活衛生課での駆除対象外となります） 

＊ アパート・マンション等の場合は、先に管理者へ確認をお願いいたします。 

＊ 巣の駆除には、必ず立会いが必要となります。 

--------------------------------------------------------------------------- 

業者名  ：西武消毒株式会社（高崎支店） 

所在地  ：高崎市並榎町１４４‐５ 

（受付時間 ８時３０分～１７時１５分、土、日、祝日休み） 

電話番号：０２７‐３２７－７２１１ 

＊ 土日祝日は受付できませんのでご了承ください。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

             

 

依頼者等の立会いの下、巣の駆除  

 

＊ 市の報告書に、立会い者の住所及び氏名の記入押印が必要になります。 

＊ スズメバチの巣の場合、駆除の費用は市が負担します。 

（営巣状況により駆除できない場合があります。） 


